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三学年保護者各位 

 

                             福島県立会津高等学校長 鈴木 義祐 

 

日本学生支援機構「奨学金予約採用制度」の推薦希望者の募集について 

この制度は、大学・短期大学・専修学校専門課程に進学を希望している者に対し、進学前に予め奨学金

の貸与を約束するものです。資格は人物・学業ともに優れかつ健康で、経済的理由により進学後の修学が

困難になると認められる者とされています。 

 希望する生徒は以下の概要をよく読み、下記の申込用紙に記入し、５月６日（金）までにホームルー

ム担任へ提出して下さい。希望者に対しては５月１２日（木）１６：１５から 図書館２階で説明会を開催

し、必要書類を配付します。なお、状況に応じて説明会の会場を変更する際には、後日連絡します。 

 

１ 予約奨学生の種類（抜粋） 

 （１）第一種奨学金 

無利子の奨学金。申込時までの全履修科目の評定平均値が３．５以上であることが条件。ただし、

上記の基準を満たさない場合でも、該当となる場合がある(経済的に極めて修学が困難な場合)。 

（２）第二種奨学金 

有利子の奨学金。貸与月額：2～12万円（1万円単位・申込時選択） 

（３）入学時特別増額貸与奨学金（一時金） 

有利子の奨学金。第一種・第二種のいずれかまたは両方との併用。（単独の申込みはなし）。 

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかった人が対象。 

貸与額：10～50万円（10万円単位） 

（４）給付型奨学金 

返還不要の奨学金。本奨学金は、対象となる教育機関に進学する場合に給付される。 

（対象となる教育機関の確認 URL：http://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm） 

世帯の所得金額に応じて給付額が決定する。（第Ⅰ～Ⅲ区分。詳細は「２ 家計基準（２）給付型

奨学金の場合 ①収入基準」参照。） 

「高等学校における全履修科目の評定平均値が３．５以上」または「進学しようとする大学等にお

ける学修意欲を有すること（高等学校における面談の実施またはレポート提出が必要）」が条件。 

【給付額】 国公立 私立 

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 

第Ⅰ区分 ２９，２００円 

（３３，３００円） 

６６，７００円 ３８，３００円 

（４２，５００円） 

７５，８００円 

第Ⅱ区分 １９，５００円 

（２２，２００円） 

４４，５００円 ２５，６００円 

（２８，４００円） 

５０，６００円 

第Ⅲ区分 ９，８００円 

（１１，１００円） 

２２，３００円 １２，８００円 

（１４，２００円） 

２５，３００円 

  ※生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設等から通学する人は、

上表のカッコ内の金額となります。 

 

 

【貸与額】 大 学 短期大学・専修 

国・公立 私立 国・公立 私立 

自宅最高月額 ４５，０００円 ５４，０００円 ４５，０００円 ５３，０００円 

自宅外最高月額 ５１，０００円 ６４，０００円 ５１，０００円 ６０，０００円 

http://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm


２ 家計基準 

（１）第一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金の場合 

 〈収入の目安〉あくまでも目安です。 

世帯 

人数 

給与所得（源泉徴収票の「支払金額」） 給与所得以外（確定申告書の「所得金額」） 

第一種 第二種 併用 第一種 第二種 併用 

３人 ６５７ 

万円以下 

１,００９ 

万円以下 

５９９ 

万円以下 

２８６ 

万円以下 

６０１ 

万円以下 

２４５ 

万円以下 

４人 ７４７ 

万円以下 

１,１００ 

万円以下 

６８６ 

万円以下 

３４９ 

万円以下 

６９２ 

万円以下 

３０６ 

万円以下 

５人 ９２２ 

万円以下 

1,３００ 

万円以下 

８８４ 

万円以下 

５１４ 

万円以下 

８９２ 

万円以下 

４７６ 

万円以下 

 

（２）給付型奨学金の場合 

 次の「①収入基準」及び「②資産基準」いずれにも該当する必要がある。 

①収入基準 

支援区分 収入基準 

第Ⅰ区分 生徒と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 

第Ⅱ区分 生徒と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600円未満であること。 

第Ⅲ区分 生徒と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未満であること。 

※支給額算定基準額＝課税標準額×６％－（調整控除額＋調整額）  （100円未満切り捨て） 

〈収入・所得の上限額の目安〉（単位：万円）あくまでも目安です。 

世帯 

人数 

想定する世帯構成 ★が給与所得者の世帯 

（年間の収入金額） 

★が給与所得者以外の世帯 

（年間の所得金額） 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 

２人 本人、母★ ２０７ ２９８ ３７３ １３５ １９２ ２４５ 

３人 本人、母★、中学生 ２２１ ２９８ ３７３ １４７ １９６ ２５０ 

４人 本人、親①★、親②（無

収入）、中学生 

２７１ ３０３ ３７８ １８２ ２１２ ２８７ 

４人 本人、親①★、親②（給

与所得者）、中学生 

親①:221 

親②:115 

親①:242 

親②:155 

親①:320 

親②:155 

親①:147 

親②:115 

親①:148 

親②:155 

親①:201 

親②:155 

５人 本人、親①★、親②（パ

ート）、大学生、中学生 

親①:321 

親②:100 

親①:395 

親②:100 

親①:461 

親②:100 

親①:217 

親②:100 

親①:277 

親②:100 

親①:353 

親②:100 

②資産基準 

生計維持者の人数 基準額 

２人の場合 ２，０００万円 

１人の場合 １，２５０万円 

 

※「併願」と「併用」について 

   「併願」＝第一種奨学金予約を希望するが、不採用の場合は第二種奨学金予約を希望する。 

   「併用」＝第一種と第二種の両方を借りること。 

 

 

                              キ リ ト リ 線                                

「奨学金予約採用制度」推薦申込に関する事前確認 （希望者のみ提出） 

   （第一種・第二種・給付・併願・併用）を希望いたします。（該当するものを○で囲んで下さい） 

    ３年（   ）組（    ）番 氏名（                ） 


